
平成１９年度岐阜県都市計画審議会
（第１６８回～第１７１回）

議案 議 案 名 概 要
番号

第１６８回 平成１９年７月４日

１ 美濃加茂都市計画道路の変更について ■塚原河渡線
（岐阜県決定） ○ 区域の変更

御門坂祝線交差点～国道 41 号美濃加茂
バイパス線間の線形変更 L=約 840 ｍ
○車線数の決定 ２車線

２ 可児都市計画道路の変更について ■中恵土伏見線
(岐阜県決定） ○ 区域の変更

路線の廃止 延長 約 330m

■井尻伏見線
３ 御嵩都市計画道路の変更について ○ 区域の変更

(岐阜県決定） 終点の変更 御嵩町上恵土字長畑
→御嵩町上恵土字浦畑

延長の変更 約 6,970m → 約 7,180m
○ 車線数の決定 ２車線

４ 美濃加茂都市計画下水道の変更について ■富加町特定環境公共下水道（富加処理区）
（岐阜県決定） ○ 排水区域の変更

面積 汚水 約 129ha → 約 131ha
雨水 約 43ha → 約 77ha

建築基準法第５１条ただし書きの規定に 既存の産業廃棄物中間処理施設（対象外）
５ 基づく建築許可に係るその他処理施設の に、がれき類の破砕施設（処理能力３８４ト

敷地の位置について ン／日）を新たに追加し、その他処理施設に
（特定行政庁：岐阜県知事） 用途変更するもの。

建築基準法第５１条ただし書きの規定に がれき類の破砕施設（処理能力４００トン
６ 基づく建築許可に係るその他処理施設の ／日）及び廃プラスチック類の破砕（処理能

敷地の位置について 力２４トン／日）を行うその他処理施設を新
（特定行政庁：岐阜県知事） 築するもの。

建築基準法第５１条ただし書きの規定に 既存の産業廃棄物中間処理施設（平成１６
７ 基づく建築許可に係るその他処理施設の 年度許可済）に、廃プラスチック類の破砕施

敷地の位置について 設（処理能力９．６トン／日）を新たに追加
（特定行政庁：岐阜県知事） し、その他処理施設の用途変更をするもの。

建築基準法第５１条ただし書きの規定に 既存の工場(石加工）に廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類の破砕
８ 基づく建築許可に係るその他処理施設の 施設（処理能力３０２．４トン/日）を設置し、

敷地の位置について その他処理施設に用途変更するもの。
（特定行政庁：大垣市長）



第１６９回 平成１９年１０月１２日

１ 中津川都市計画公園の変更について ■中津川公園
（岐阜県決定） ○ 区域の変更

面積 約 32.5ha → 約 34.4ha

２ 建築基準法第５１条ただし書きの規定 がれき類の破砕施設（処理能力２４０トン／
に基づく建築許可に係るその他処理施設 日）を行うその他処理施設の新設
の敷地の位置について

（特定行政庁：岐阜県）

第１７０回 平成１９年１２月１２日

１ 大垣都市計画区域区分の変更について 大谷川橋の架け替えに伴う道路の位置の変更
（岐阜県決定） により区域区分の変更を行う。

市街化区域編入 １箇所 0.1ha

２ 大垣都市計画道路の変更について ■寺内長松線
（岐阜県決定） ○ 区域の変更

線形の変更 L=約 540m
幅員の変更 11m → 12.5m

（L=約 1,950m）
○ 車線数の決定 2 車線

（2 車線：L=約 3,680m、
4 車線：L=約 1,640m）

３ 建築基準法第５１条ただし書きの規定に 既存の産業廃棄物中間処理施設(平成１７年
基づく建築許可に係るその他処理施設の 度許可済)に廃プラスチック類の破砕施設(処
敷地の位置について 理能力５６トン／日)及び木くずの破砕施設
（特定行政庁：岐阜県知事） (処理能力５５トン／日)を新たに追加し､その

他処理施設の用途変更をするもの。

第１７１回 平成２０年３月１８日

１ 岐阜都市計画道路の変更について ■ 3・3・7 号 岐阜駅高富線
（岐阜県決定） ○ 区域の変更
（大臣同意） 本町 1 丁目～松ヶ枝町～大宮町 2 丁目地内

（W=25m → W ＝ 17 ～ 25m L=約 550m）
本町 1 丁目～今町 1 丁目～大宮町 2 丁目地内
（ W= ー m → W=14.5m L=約 550m）

２ 岐阜都市計画公園の変更について ■ 5・5・1 号 岐阜公園
（岐阜県決定） ○ 区域・面積の変更

面積 約 33.8ha → 約 33.9ha



３ 関都市計画公園の変更について ■ 6・6・1 号 中池公園
（岐阜県決定） ○ 区域・面積の変更

面積 約 40.6ha → 約 54.6ha
○ 名称変更

６・５・１号中池公園
→ ６・６・１号中池公園

４ 建築基準法第５１条ただし書きの規定に 既存の産業廃棄物中間処理施設（平成１６
基づく建築許可に係るその他処理施設の 年度許可済）における汚泥の乾燥施設及び焼
敷地の位置について 却施設について、稼働時間の延長(8 時間→ 24

（特定行政庁：岐阜県知事） 時間)を行い、その他処理施設の用途変更をす
るもの。
・汚泥の乾燥施設

(処理能力:9.4 → 28.1 立方ﾒｰﾄﾙ／日)
・汚泥の焼却施設

(処理能力:2.6 → 7.8 立方ﾒｰﾄﾙ／日)


